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要       旨 

 

１ 作成の背景 

近年、我が国の病院勤務医師の長時間過重労働は、数々の対策が取られてい

るにもかかわらず、常態化し、ますます深刻な課題となっている。パブリック

ヘルスの視点から、病院勤務医師の長時間過重労働の現状、長時間過重労働が

業務遂行能力および医療安全に及ぼす影響、長時間過重労働に関与する要因に

ついて検討し、検討結果をここに報告するとともに、現状の改善に向けて提言

を行う。  

 

２ 現状及び問題点 

 病院勤務医師の長時間労働の現状は、実態調査に基づけば、１週間あたりの

平均で 61-66 時間であり、労働基準法に定められた週 40 時間を大幅に上回って

いる。また、４人に１人は月に４回以上宿日直を行い、さらに、当直明けも連

続して通常の勤務を行っている。多くの勤務医師の職務が、深夜勤務を含む時

間外労働による拘束時間の長い勤務であり、精神的緊張を伴う業務であること

を考慮するならば、その常態化は早急に改善されなければならない現状にある。

それは例えば業務上疾病の認定基準「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基

準」の認定要件に抵触するような実態である。 

 医師の長時間過重労働は、医師の健康への悪影響はもとより、業務遂行能力

の低下や医療事故の誘因となることが多くの研究で示されており、さらに、そ

の影響は医師の病院離れをはじめ、広く、住民への良質で安全な医療供給を危

うくするものとなっている。 

 病院勤務医師の長時間過重労働を軽減し、十分に能力を発揮できる勤務体制

を実現することは、我が国における良質で安全な医療を確保するために、社会

全体が取組むべき課題である。それはさらに、医師のリサーチ・マインドを育

み、ひいては医学医療の進歩を牽引する要因として重要である。 

 

３ 提言等の内容 

 

(1) 診療報酬体系の改善 

国は病院勤務医師の長時間過重労働の軽減を誘導するための診療報酬体系

の導入をはかり、加算された診療報酬が、その趣旨に従い、負担軽減が必要

とされる診療科の医師増員や医師個人のモチベーションを高める対応に効果

的に使われるしくみを制度化するべきである。 

 

(2) 労働基準法、労働安全衛生法の遵守 

病院は、労働基準法、労働安全衛生法を遵守し、病院勤務医師の長時間過
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重労働の防止に努める。国はコンプライアンスを高めるための方策をとるべ

きである。 

 

(3) 住民の意識向上 

住民においては、医療提供体制のしくみ、病院の利用、適正受診、また医

師の職務に対する理解を深め、地域においては、良好な医師患者関係と地域

医療を支えるための啓発運動を住民が主体的にすすめ、医療についての意識

の向上をはかることが期待される。そのために必要な情報提供などの支援事

業を基礎自治体は行うべきである。 

 

(4) 医師・医療界の取組み 

医師・医療界は、医療の質と持続性を保つために、ワークライフバランス

を保つことの重要性を認識し、長時間労働回避に努めるとともに、国に対し

て病院勤務医師の長時間過重労働の改善に向けて、基幹となる病院に対する

診療報酬体系の抜本的改善を求め、同時に住民に対しては、あるべき医療体

制のしくみや病院受診のあり方について議論を深め、医師の職務への理解を

深めるなど、住民の意識向上をさらに一層求めるべきである。 
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１ はじめに 

 (1) 本問題の背景 

良質で安全な医療の確保は、住民の生命、健康を支える基本的な条件であ

り、住民の安全で安心な生活に不可欠の重要な前提である。また、地域にお

いて、住民に広く等しく開かれた病院は、地域医療の中心的役割を担うもの

である。  

 病院において、医師は、限られた時間のなかで、専門的な判断を間断なく

行い、高度な技術を適切に安全に用い、患者やその家族との人間関係を円滑

に保ちつつその職務を果たしている。しかし、近年、国際的な医科学の進歩

に伴い、診断や治療の技術の高度化や、その適用に際しての患者あるいは家

族とのコミュニケーションの重要性の増大、また、対象患者が高齢化し病気

が多様化する中で、求められるニーズの専門分化や多様化、関係機関との連

携など、医師の業務に求められる水準はますます高くなり、業務量も増えて

いる。  

特に近年、我が国においては、新規の医師数の大幅な増加はなされずに、

医療の高度化、専門分化、入院期間の短縮による効率化、医療安全と個人情

報保護への配慮の必要性の増大がおこった。その結果、病院勤務医師の一人

あたりの業務量が増加し、相対的に医師不足となり、さらに地域および医療

施設間の医師の偏在により、医師が必要な地域や病院での医師不足の状況が

顕著となっている。つまり、医師の絶対数の不足と共に偏在の問題が指摘さ

れてきた。加えて医師が行っている業務の中には、医師でなければ行えない

業務がある一方、医師以外の者が行える業務が存在しており、効率的に質の

高い医療を行うにあたっての適切な業務分担が必要であることが指摘されて

いる。  

医療従事者不足の課題のうち、とりわけ看護師不足は、医師不足と並んで

長らくわが国の医療の構造的問題の一つであった。しかし、平成４年成立の

「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づく各種施策や、看護大学

等の増設により、就業看護師数（准看護師を含む）は平成 10 年の約 986,000

人から、平成 20 年には約 1,252,000 人と 3 割近く増加した[1]。医師の総数

の不足については、平成 21 年度以降医学部の定員を増加させたことにより、

今後、新規の医師数の増加が見込まれ、医師数についてはある程度の改善の

見通しがたてられる状況となった。しかしながら、医師の偏在と病院医師の

過重労働の問題はいまだ改善の方策はたてられておらず、悪循環というべき

状況も発生しており、今後、根本的な解決が必要な状況となっている。 

その結果、夜間当直などを含め労働時間は長時間化し、種々のストレスと

疲労が蓄積し、「過重労働」状態が常態化している。長時間過重労働は病院勤

務医師の離職をまねき、また、長時間過重労働が予想される病院診療科での

就労のモチベーションを下げていることが指摘されている。  
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医師の労働時間や負担に関する研究は、医師の長時間過重労働が良質で安

全な医療の提供の妨げとなる高い蓋然性があることを示している。医師の長

時間過重労働が医師の作業遂行能力の低下や、健康への悪影響をもたらし、

これが医療事故の誘因となっている。 

医師の長時間過重労働による医学の進歩の停滞も危惧されている。近年、

日本の臨床医師が発表する学術論文の数が他国に比較して相対的に減少して

おり、病院勤務医師の長時間過重労働が医師の研究活動を制約していること

が指摘されている。 

 

 (2) 日本学術会議から出された過去の報告や提言と本提言の関係 

日本学術会議は、これまで、『我が国の保健医療福祉計画の現状と問題点－

保健医療福祉の連携をいかに構築するか－』（報告：平成 12 年５月）、『医師

の偏在問題の根底にあるもの 提言：量から質の医療への転換による克服』

（対外報告：平成 19 年６月）、『信頼に支えられた医療の実現－医療を崩壊さ

せないために－』（要望：平成 20 年６月）により、我が国の医療のあり方に

ついて、広く、保健医療福祉計画、医師の偏在、医療費抑制政策の転換、病

院医療の抜本的な改革、専門医制度認証委員会の設置などについて報告、要

望を行ってきた。また、『医療の安全に関する諸問題について』（対外報告：

平成 14 年 11 月）では、医療の安全確保の観点から医療関係者の労働環境の

関係に言及し、さらに、課題別委員会においては、『労働・雇用と安全衛生に

関わるシステムの再構築を―働く人の健康で安寧な生活を確保するために

－』（提言：平成 23 年４月）として、医師の労働も含め、広く我が国の労働

課題について検討し提言を行った。 

良質で安全な医療を確保するには、医師の長時間過重労働の改善に取り組

むことが本質的な解決方策である。そこで、本提言は、これまで日本学術会

議が対外的に発信した見解をふまえ、最近、我が国で引き起こされている病

院勤務医師の長時間過重労働の背景にある問題点に焦点をあて、これまでに

は具体的な提言が出されていなかった病院勤務医師の長時間過重労働の改善

をはかるという観点から、具体的な方策を検討し、提言を行うものである。 

以下に、我が国の病院勤務医師の長時間過重労働の現状と問題点を分析し

て整理し、課題解決のための方策を検討し、改善に向けた提言を行う。 
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２ 現状と問題点 

(1) 病院勤務医師の長時間過重労働の現状 

① 病院勤務医師の労働時間 

一般に、医師の勤務時間と業務負担の内容は、医師の年齢、診療科、病

院の所在する地域によって異なり、若い医師、病床規模が大きい病院の医

師において、長時間勤務の医師の割合が高い傾向にある。 

病院勤務医師の勤務時間について、全国の病院勤務医師を対象に実施さ

れた『医師需給に係る医師の勤務状況調査（平成 17 年度）（厚生労働省医

政局医事課）』[2]、『勤務医に関する意識調査（平成 18 年度）（日本病院会

地域医療委員会）』[3]、『病院勤務医の負担軽減の実態調査結果報告書（診

療報酬改定結果検証に係る特別調査（平成 20 年度調査））（中央社会保険医

療協議会）』[4]の調査結果によれば、１週間あたりの勤務時間は、61.3 時

間から 66.4 時間と報告されており、労働基準法に定められた週 40 時間を

大幅に上回っている。 

これらに基づき月あたりの労働時間を推計すると、１ヶ月に 100 時間を

超える医師の時間外勤務の実態が示されている。勤務医師の職務が、多く

は深夜勤務を含む時間外労働と、不規則で拘束時間の長い勤務であり、ま

た、精神的緊張を伴う業務であることを考慮するならば、その常態化は、

業務上疾病の認定基準「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」の認

定要件に抵触する現状である。 

研修医を対象にした勤務・研修時間の調査結果は、週平均が 77.8 時間で、

３分の１を超える研修医が週 80 時間以上の勤務・研修に従事していること

を示した[5]。研修が教育の視点もあるとはいえ、拘束時間が極めて長い実

態が明らかにされている。 

病院勤務医師の労働環境は診療科により特性の差があるものと考えられ

る。例えば上記労働時間の調査結果には、緊急手術等の対応への待機時間

は含まれていないので、実際の病院勤務医師の拘束時間はさらに長時間に

わたるものと推察される。また、より厳しい労働環境にある診療科では、

若手医師が減少している。 

 

② 宿日直勤務と休息 

病院勤務医師の宿日直勤務の回数は、日本病院会の調査では月に５回以

上が 17.1％[3]、日本医師会の調査では月に６回以上が 10.5％、４回以上

が 26.4％を占めていた[6]。 

宿日直の回数は診療科によって異なる。平成 20 年度に実施された中央社

会保険医療協議会の調査結果では、１ヶ月あたりの常勤医師一人当たりの

月平均当直回数が、医師全体で 2.78 回、外科 2.52 回、脳神経外科 3.03 回、

救急科 5.48 回、産科・産婦人科 4.51 回、小児科 3.48 回であった[4]。 
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さらに、夜間当直の翌日にも通常の日中の勤務につく医師が多く、日本

病院会の調査では夜間当直をする医師の 88.7％が、当直時の忙しさと無関

係に翌日は普通勤務をせざるを得ないと回答している[3]。平成 20 年度の

中央社会保険医療協議会の調査結果でも、81.0％が当直の翌日に仮眠がと

れない状況が報告されている[4]。平成 21 年度の日本外科学会の調査では、

外科医にあっては当直明けの 99％に仕事があり、中でも当直明けに手術を

していた外科医は 42％であったことが報告されており、診療科によってさ

らに深刻な実態が存在している[7]。 

１ヶ月あたりの休日数に注目すると、日本医師会の調査では休日が月に

４日以下の回答者が 46.3％を占めていた[6]。研修医を対象に行った調査に

よれば、週末の休暇が月あたり２日の者が 45％を占め、平均睡眠時間が５

時間以下の研修医が 65％という結果であり[5]、研修に教育の要素が含まれ

ているとはいえ、研修医の休息時間が著しく少ない実態が明らかになって

いる。またさらに、研修期間を終了してからも、若い医師ほど、また病床

規模が大きい病院の勤務医ほど、休日日数が少なく休息の時間が少ないと

いう実態である。 

 

③ 業務量の増加と精神的負担感 

全体として病床あたりの医師数が増えているにもかかわらず、病院勤務

医師の負担感が増えている。その理由として、同意書や診断書などの書類

作成に要する事務作業の時間が増えたこと、患者・家族への説明と同意に

かける時間が長くなったこと、臓器別疾患別の診療体制により一人の患者

に複数の医師が専門的立場から診療に携わることになったことが、あげら

れている[2][3]。 

平成 20 年度に主に大規模病院を対象として実施された調査では、いくつ

かの勤務医の負担軽減対策が講じられていたにもかかわらず、34.8％の医

師が、１年前と比較して勤務条件が悪化傾向にあると感じており、勤務の

負担感があいかわらず高いことが示されている[4]。 

一人ひとりの医師に求められる業務の内容が多様化して労働時間が増加

し、労働基準法に抵触するおそれがあるにもかかわらず、それが医師の使

命感や倫理観、そして周囲の期待の名のもとに、放置されてきた。 

医療過誤に対する取り扱いも医師の精神的負担を増大させている。こう

した精神的負担感は、医師の意欲を減じ、救急車の受け入れ不能状態の頻

発や、医師が少なく診療リスクの高い地域での医師の退職などの背景とな

っている。医療過誤への対応は、診療科の特性に応じて病院として取組む

べきである。 
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(2) 長時間過重労働が業務遂行能力および医療安全に及ぼす影響 

① 長時間過重労働が医師の業務遂行能力にもたらす影響 

医師の長時間勤務や、宿直中に頻回に呼び出しを受ける勤務が、医療の

質や医師の健康にもたらす影響について、客観的な評価基準を設けて評価

した研究が行われている。 

例えば、長時間勤務が疲労感、睡眠の質の低下と関係すること[8]、夜間

宿直中の呼び出しが集中力の低下や記憶力の低下と関係すること[9][10] 

[11]が報告されている。 

また、腹腔鏡シミュレーターを使って医師の過重労働と腹腔鏡操作手技

時間と操作誤差への影響を分析した研究結果は、夜間の睡眠を中断した群

で 操 作 時 間 が 長 く 、 エ ラ ー の 回 数 が 多 く な る こ と を 示 し て い た 

[12][13][14][15][16]。 

医療行為ではないが、運転シミュレーターを使用した自動車運転の走行

安定性テストでは、夜間の呼び出しの回数が多い場合に走行安定性が低下

していた[9]。さらに、当直で夜間に呼び出された場合の運転技能がアルコ

ール摂取時の技能と同等か、または低い結果を示していた[17]。 

 

② 長時間過重労働が医療の安全性にもたらす悪影響 

長時間勤務が針刺し事故の増加と関係したことが報告されている[18]。

３日に１回 24 時間以上の連続勤務をした長時間勤務の場合と、連続勤務の

上限を 16 時間、週当たりの勤務時間を 60-63 時間に制限した場合の比較の

結果、長時間勤務の場合に、処方ミスと診断ミスが明らかに多かったこと

が報告されている[19]。また、前日に当直であった医師が執刀した手術後

の患者においては、合併症が 45％多かったという報告もある[20]。 

日本病院会が勤務医を対象に実施した全国調査では、医療事故からヒヤ

リハット事例を含む医療過誤の原因として、過剰な業務に伴う慢性疲労を

あげた者が 71.3％であった[3]。患者が多いために一人あたりの診療時間密

度が不足がちであると回答した医師は、62.8％にのぼっていた。医療過誤

発生の原因として、57.8％の医師が、医療技術の高度化と医療情報の増加

による医師の負担の急増をあげており、これは、医療事故防止システムが

整備されていない（34.7％）、医療スタッフの連携が不十分である（34.6％）

という回答を上回っていた［3］。医師の長時間過重労働の軽減は、安全な

医療を提供するための喫緊の課題である。 
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３ 長時間過重労働に関与する要因の検討 

 

 医師の長時間過重労働の軽減には、まず、労働関連法規が遵守されることが

求められる。そのためには、医療をとりまく社会の変化に対応する医療全体の

あり方について、いくつかの社会的なコンセンサスが必要である。必要不可欠

な基本的サービスである医療を確保するための経済的裏付け、地域の医療機関

が果たしている役割とその活動に対する評価、および評価と連動した財政的支

援、また、医療の需給とサービスの効果と効率に関する基礎的なデータベース

の整備、さらに、住民の、医療提供体制をはじめとする医療制度についての理

解と協力が不可欠である。  

 

 (1) 医療をとりまく社会の変化と医療需給 

  医療サービスに対する住民の期待の高まりは、医療現場の現実に直接反映

され、それにともない医師の業務も拡大している。  

  医療安全に対する意識の高まりにより、医療事故の防止対策、有害事象発

生時の報告、医療安全対策委員会、患者への説明と謝罪、医療事故原因の追

求などの対応が求められている。  

  院内感染に対する感染対策委員会などの対応、関係機関との連携、介護福

祉分野との連携、ＩＴ化の推進による業務の発生など、過去に比べ現在の院

内業務はその重要性とともに拡大し、会議や書類作成、カンファランス等の

時間が増えている。これらの院内業務は必要不可欠な業務であるにもかかわ

らず、多くは診療報酬算定外の業務とされている。診療報酬が無い業務はマ

ンパワーの手配ができず労働負担の要因のひとつになっている。さらに診療

報酬算定外の重要な院内業務の増加は、一方で、過度の経営効率の追求の中

で、めざすべき医療の実現をも阻害しており、診療報酬体系のあり方の見直

しが求められる。また、現行では、診療報酬は病院に入るものなので、病院

がどう配分するかによって長時間過重労働をもたらす原因への対応に違いが

生ずる。長時間過重労働の軽減を誘導するための診療報酬算定体系の構築と

共に、本来の目的に沿った配分となるような制度的裏付けが必要である。 

社会保障の充実は、政府が果たすべきところであり、住民の期待は大きい。

医療資源は無限ではなく、その量質を適正に配分することにより、予防から

ケアまで一貫した効果的な医療供給体制の総合的で体系的な計画的発展をは

かることが重要である。また、医師の養成確保、各種医療施設の機能連携、

介護福祉施設との有機的連携、在宅医療のあり方、医師患者関係の相互信頼

など、社会の変化に対応した医療の基本的なあり方についての法整備が望ま

れている。 

 

 (2) 労働関連法規のコンプライアンス 
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  今日の勤務医における極端な長時間過重労働をもたらすに至った背景要因

のひとつとして、医師という職業が特殊なものであるという社会の意識があ

る。しかしながら、医療行為といえども法律のもとにあり、医療事故の法的

責任を問われ、医業も医師の労働も、法の支配を受けている。したがって、

医師であるからといって、労働関連法規の適用外にあるわけではなく、医師

の労働環境も、本来は、法の規律のもとにあるべきである。 

  労働基準監督署は平成 20 年に医療保健業の 1,386 件の事業所の監督指導を

実施し、そのうち、1,142 事業所で労働基準法等の法律違反が認められ、労働

時間に関する違反が 711 件と最多であった[21]。「断続的労働」として宿日直

勤務を行う医療機関は平成 14 年度に約 6,600 事業所あり、労働基準監督署が

自主点検の指導を開始した。自主点検の提出がないかまたは自主点検の結果

宿日直勤務に問題があった医療機関（約 2,700 事業所）を対象とする、法定

労働条件等の説明、指導会を経て、改善が図られない医療機関（596 事業所）

に対して監督指導が実施された。何らかの労働基準法等の法違反に対する指

導が 72.1％、宿日直勤務の許可基準を満たしていないことに対する改善指導

が 41.8％であった[21]。 

 

(3) 負担軽減に対する取組みと効果 

勤務医を対象とした調査結果によると、医師が必要な休日（少なくとも週

１日）と年次有給休暇が取れるようにすること（89.1％）、必要な休憩時間・

仮眠時間が取れる体制を整えること（87.3％）が、医師の健康支援に必要な

大きな条件であることと認識されている[22]。さらに、子育て・介護をしな

がらの医師の仕事が可能となるような支援（83.9％）、病院内の明るくきれい

で快適な休憩室や当直室の確保（77.8％）、バランスのとれたおいしい食事や

軽食が院内で摂れる（76.6％）、といった職場の環境改善も、医師の健康支援

に重要な役割があると認識されている[22]。これらは医師の健康支援に必要

な条件であるとともに仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実

現に必要である。特に女性医師についての支援は重要な課題である。 

病院および地域の組織的取組みとタイムスタディによる医師の勤務と疲労

や仕事の達成感の調査結果の分析により、勤務医の長時間過重労働の負担軽

減に効果をもたらす取組み例が指摘されている[23]。負担軽減に効果があっ

た取組みとして、地域医師会組織と病院との連携により病院の小児科当直医

の負担軽減をはかった例、勤務のオン・オフの仕組みを確立して救急科医師

の負担軽減をはかった例、メディカルクラークが事務的業務を担うことによ

り医師の負担軽減をはかった例、地域医療のネットワークにおいて専門的な

役割を積極的に果たすことにより医師の専門的業務の達成感を高めている例、

ライフサイクルにあわせた勤務時間による医師の執務体制を取り入れている

例が示されている。平成 12 年以降の医師国家試験合格者の 30％以上が女性で
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あり多くの若手女性勤務医が病院医療を支えていることをふまえ、女性医師

のライフサイクルに応じた勤務医の負担軽減策をさらに充実し、女性医師の

生涯にわたる活躍を支えるべきである。 

  病院業務には、医師でなければ行えない業務のほかに医師以外の者が医師

に代わって行うことができる業務があり、効果的、円滑に運営するためには、

メディカルクラークなどをはじめ、新たな試みが一定の効果をあげている。

しかしながら、現状では医師が多くの業務を行わざるを得ない現状にあり、

これも医師の労働時間を長くさせる要因となっている。 

  診療報酬による財政支援については、現在、勤務医の負担軽減に取組む場

合に点数が加算されている。今後はさらに、負担軽減が必要とされる診療科

に従事している医師個人の処遇改善等、医師個人のモチベーションを高める

支援となるような仕組みが必要である。また、人事院勧告においても、診療

科の現状をふまえ、合理的に必要な手当て等を医師の給与に反映できるよう

に検討すべきである。 

  診療報酬による財政支援の他にも、有効な取組みを行っている病院への補

助の制度も、公共性への評価に基づき検討される必要がある。また医療供給

の効率化や機能性をはかる上で、医師の長時間過重労働の軽減につながる自

治体病院の統合やネットワーク化事業への交付税措置等の充実もはかるべき

である。 

   

(4) 住民の意識と地域参加 

患者や住民との間で良好な関係が築かれている場合に、勤務医の身体的負

担、精神的負担が軽減される。患者や地域住民が主体的に受療行動を改善す

ることにより、医師の労働負担が軽減され、地域医療の確保につながる。 

医師の労働の量を軽減させるためには、深夜の受診や、紹介状を持たずに

専門医療機関へ受診することを控えることなどが強く求められる。医療サー

ビス提供者側への住民の無理解は、医師の診療の意欲をそぎ、負担をますま

す増加させている。住民の意識の向上と理解を深める意識改革が必要不可欠

な課題である。 

疾病予防や治療の進め方、適切な医療機関の受診のしかたについて住民が

学習し、住民自身の疾病への対処スキルを高め、また、受療行動パターンを

改善すること等ができるように、行政は支援事業を行い、情報提供や情報共

有を行う役割を果たす必要がある。さらに、地域医療への住民の参加は、医

師患者関係を良好に保ち、地域住民の病院運営への理解と協力を深めるプロ

セスでもあり、支援事業の一環に位置づけられるべきである。 

  また、医師の多くは患者からのささやかな感謝の言葉でモチベーションを

高めている。こうした言葉の掛け合いは医師患者関係を良好に保つことにも

なり、医師の側にも患者の側にも求められる。 
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４ 課題解決に向けて 

 

 病院勤務医師の長時間過重労働の背景には、様々な要因があり、複雑な問題

構造をかかえたまま今日にいたっている。病院のあり方が多様化する現在、一

律的な解決策は現状にそぐわない。たとえば本稿では主として病院勤務医師全

体に焦点をあて課題を述べたが、病院勤務医師として一般化するばかりではな

く、専門診療科別に議論をより深める必要がある。医師の負担増一つをとって

も、その要因は細かく見れば診療科によっても要因が異なるからである。たと

えば科ごとに異なる診療リスクに対する診療費の妥当性や訴訟の問題、地域に

おける適正な専門医の数、女性医師の進出に伴う出産育児の時期のバックアッ

プ体制など、実にさまざまである。しかしそれらの個別の細かい議論をするに

は現状はデータが全く十分ではない。しかしながら勤務医の長時間過重労働の

問題は、現状をこのままで放置できず、まず、医療に関わる政府、住民、そし

て実際に現場で働く医師並びに病院が、病院勤務医師の長時間過重労働の現状

を解決すべき喫緊の課題として次の問題について認識し、早急に課題を解決す

ることが求められている。 

 

(1) 診療報酬体系の改善と財政的支援、法整備 

政府においては、すでに様々な医師の長時間過重労働の改善のための施策

が行われている。しかしながら、個別のプログラムとともに、都市域や過疎

地の実状や、高齢化の実態、各種施設や各種サービスの連携、在宅医療のあ

り方、医師患者関係の相互信頼など、社会の変化に対応した医療の基本的な

あり方をふまえて、政府としてのより包括的な対策を充実することが求めら

れる。 

 医療の高度化と社会の変化の中で、良質で安全な医療を供給するために、

病院勤務医師の診療報酬算定外の重要な院内業務が増加している。こうした

傾向は、公的な病院にあっては、過度の経営効率が求められる場合、めざす

べき医療の実現をも阻害しており、実情に即した病院職員の充実に対する診

療報酬評価の見直しが求められる。また、診療報酬はその積算根拠や加算の

趣旨にもとづいて使われるべきであり、使い方を病院にのみゆだねる現在の

しくみを改善し、負担軽減が必要とされる診療科の医師増員や医師個人のモ

チベーションを高める対応など長時間過重労働の軽減に使われるように、制

度的な裏付けをはかるべきである。 

  病院勤務の看護師の不足に対しては、平成 18 年に、診療報酬上の施策とし

て急性期病院における新たな看護基準である「７対１」という看護配置が導

入された。この診療報酬改定により、従来に比べて手厚い看護師配置（具体

的には常勤換算で 1.4 倍の看護師を配置）を行った急性期病院には入院報酬

の大幅な加算が行われ効果を上げている。実情に即した医師の充実に対する
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診療報酬評価と、医療機関における診療報酬の増加分の使い方の見直しによ

る効果を求めるべきである。 

医師の長時間過重労働の軽減のための診療報酬による財政支援に加えて、

有効な取組みを行っている病院への財政的支援をはかるべきである。 

  

(2) 医師と他職種との役割分担 

今や、医師が足りないから仕方がないという議論をしている段階ではなく、

医療のあり方の全過程にわたる構造的な改革が必要であり、医療資源の適正

配分や受療患者数の調整、コメディカルが行う医療行為の拡大、医療機関の

機能分化と連携の推進、医療供給の総合的で計画的な発展をはかる基本的な

法整備が求められている。 

現在、診療報酬制度に導入された「医師事務作業補助体制加算」「急性期看

護補助体制加算」「栄養サポートチーム加算」「呼吸ケアチーム加算」の効果

について検証が行われており、さらに薬剤師の病棟配置、薬剤管理指導業務

の診療報酬点数化が行われているところである。医療スタッフの協働・連携

によるチーム医療の推進について、現行の関係法令により実施可能な取組み

を推進するとともに、コメディカルが行う医療行為の拡大についての検討と

法整備が必要である。 

 地域の実態をふまえ、自治体のわくをこえた広域的な視野で、医療施設の

適正配置をすすめることは、医療サービスの効果的提供を実現するだけでな

く病院医師の長時間過重労働を余儀なくしている現状の改善となる。医師の

長時間過重労働の軽減につながる自治体病院の統合やネットワーク化事業へ

の支援策が求められており、特別交付税措置や合併特別債、また新たな補助

金制度の確立などの財政措置もはかられるべきである。 

 

(3) 労働基準法、労働安全衛生法の遵守 

医師の長時間過重労働は、医師の健康への悪影響はもとより、業務遂行能

力の低下や医療事故の誘因となることが多くの研究で示されている。さらに、

その影響は医師の病院離れ、外科系医師の不足をはじめ、広く、住民への良

質で安全な医療供給を危うくするものとなっている。このような状況にあっ

て、現行医療制度の下で患者中心の医療を行おうとする病院において、医師

の長時間過重労働が軽減されにくいという悪循環が指摘されるが、まずは、

病院が、勤務医に対して、労働基準法、労働安全衛生法を遵守することを、

管理者の責任として徹底すべきである。さらに、労働基準局による監視、指

導の強化が必要である。 

 

(4) 住民の意識向上 

医師の労働環境を改善するためには、住民の意識改革が必要である。地域
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医療への住民の参加は、医師患者関係を良好に保ち、地域住民の病院運営へ

の理解と協力を深めるプロセスとなることが期待される。住民には、それぞ

れの地域において、地域医療を支える力の一端を担うという自覚をもって、

疾病予防や治療の進め方、適切な医療機関の受診のしかた、望ましい医師患

者関係の構築など、理解と意識の向上が求められる。住民に身近な行政は、

そのための支援事業を行い、情報提供や情報共有を行う役割を果たす必要が

ある。  

 

(5) 医師・医療界の取組み 

現在、患者中心の医療に重点をおいている多くの病院において、勤務医の

超過勤務を規制する仕組みを構築することが、いまの医師供給システムや研

修制度では如何に困難であるかの問題をさらに掘り起こして、それらを解決

させるための諸方策を提起することが求められる。加えて、医師の地域にお

ける偏在や、各診療科別の医師の偏在の問題についてはこの提言ではまだ十

分取り上げることはできなかった。この点については今後、さらに日本学術

会議、関連の学協会は、日本医師会など各界と議論の上、課題解決の方向性

を見出していく必要がある。 

一方、一般に、医師は休みをとることに罪悪感を持つ傾向がある者が多い

と言われているが、プロフェッショナルとして、医療の質と持続性を保つた

めに、休みをとり、ワークライフバランスを保つことの重要性を認識し、現

状を打開するために一人ひとりの医師が行動することが求められている[24]。 

医師および医療界の取組みも重要である。医師自身と病院が、長時間過重

労働の予防のために、労働の量や質について様々な工夫を行うことが求めら

れる。医師という職業が特殊なものであるという意識が、社会にも、医師と

病院自身にもあるが、医療行為といえども法律のもとにあり、医療事故の法

的責任を問われ、医業も医師の労働も、法の支配を受けている。したがって、

医師であるからといって、労働関連法規の適用外にあるわけではなく、病院

勤務医師の労働も、本来は、法の規律のもとにあるべきである。 

これらの医療関連法規と労働時間を含む医療のマネジメントについては、

医学教育における教育の充実も必要である。医師は、医療を担う専門家とし

て、医療の質と持続性を保つために、自らの健康を保ち能力を発揮すること

の重要性を認識し、自らの健康を守るために休息や睡眠をとり、良好な生活

習慣を持つことにより、主体的な健康管理が求められる。  

 

 以上をまとめて、次の４点を提言する。  
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５ 提言 

 

(1) 診療報酬体系の改善 

国は病院勤務医師の長時間過重労働の軽減を誘導するための診療報酬体系

の導入をはかり、加算された診療報酬が、その趣旨に従い、負担軽減が必要

とされる診療科の医師増員や医師個人のモチベーションを高める対応に効果

的に使われるしくみを制度化するべきである。 

 

(2) 労働基準法、労働安全衛生法の遵守 

病院は、労働基準法、労働安全衛生法を遵守し、病院勤務医師の長時間過

重労働の防止に努める。国はコンプライアンスを高めるための方策をとるべ

きである。 

 

 (3) 住民の意識向上 

住民においては、医療提供体制のしくみ、病院の利用、適正受診、また医

師の職務に対する理解を深め、地域においては、良好な医師患者関係と地域

医療を支えるための啓発運動を住民が主体的にすすめ、医療についての意識

の向上をはかることが期待される。そのために必要な情報提供などの支援事

業を基礎自治体は行うべきである。 

 

(4) 医師・医療界の取組み 

医師・医療界は、医療の質と持続性を保つために、ワークライフバランス

を保つことの重要性を認識し、長時間労働回避に努めるとともに、国に対し

て病院勤務医師の長時間過重労働の改善に向けて、基幹となる病院に対する

診療報酬体系の抜本的改善を求め、同時に住民に対しては、あるべき医療体

制のしくみや病院受診のあり方について議論を深め医師の職務への理解を深

めるなど、住民の意識向上をさらに一層求めるべきである。 
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